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◆年頭のごあいさつ 

 
平成２３年(2012年)１月 

日本撚糸工業組合連合会 

理 事 長 北 場 利 美 

 

  謹んで新年のご祝詞を申し上げます。 

旧年中は格別のご協力を賜り、心から厚くお礼申し上げます。 

  さて、顧みますと、昨年は３月１１日に発生した東日本大震災、その後の原発事故・エネル

ギー問題、ギリシャをはじめとするＥＵの財政危機・超円高、タイでの大洪水など、実に多難

な１年となりました。 

  こうした中、撚糸業界は、新たな素材の開発、市中在庫の減少等、もちろん各事業者の努力

もあり、取り扱い品種のばらつきはあるものの比較的堅調に推移たしました。 

  しかしながら、今後のTPP交渉行方、さらには電力料金の値上げ等、業界を取り巻く環境は

不透明で、このような状況を打破するためにも、連合会・産地組合での意見交換を活発化し、

業界内の「絆」を強める必要があると考えております。 

  年頭にあたり、決意も新たに、業界の活性化のため全力を尽くしてまいりたいと存じますの

で、皆様方のより一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

最後に、関係各位のご健勝とご繁栄をご祈念申し上げ年頭のご挨拶とさせていただきます。 
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◆  今冬の節電要請について 

 

事業者の皆様・ご家庭の皆様へ 

今冬の節電へのご協力のお願い 

平成23年11月 

経済産業省 

 

今冬、関西電力・九州電力管内を中心に、電力不足が懸念されます。政府、電力会社におい

ては、引き続き供給力の確保に最大限の努力をして参りますが、それでもなお電力需要と供給

力にはギャップが発生することが懸念されます。 

大変なご迷惑をおかけしますが、需給ギャップによる停電の発生を回避するため、ライフラ

イン機能の維持や生産活動等に実質的な影響が生じない範囲で、以下のとおり自主的な節電の

ご協力をお願い申し上げます。 

 

（１）関西電力管内 

12/1～ 12/18  平日9:00-21:00 

  数値目標なしの節電 

 

12/19～3/22   平日（年末年始は12/29～1/4を除く）9:00-21:00 

▲10%以上の節電※ 

 

      3/23 3/30      平日9:00-21:00 

数値目標なしの節電 

 

※ 関西電力管内にて節電をお願いする期間・時間帯において、それぞれの需要家の前年同月

の使用最大電力（kW）の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。 

※ ▲10％以上の節電を実施した場合、ライフライン機能等への支障や生産活動に実質的な影

響を及ぼす場合には、影響が生じない範囲で自主的に目標を設定頂き、節電をお願い致し

ます。その場合には、事業所の業務部門については共通目標（ ▲10％以上） を上回る節

電をお願いします。 

（詳細は、http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html 

をご覧ください。） 

 

（２）九州電力管内 

 12/1～ 12/18  平日8:00-21:00 

  数値目標なしの節電 

 

12/19～3/22   平日（年末年始は12/29～1/4を除く）8:00-21:00 

http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html
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▲5%以上の節電※ 

 

      3/23 3/30      平日8:00-21:00 

数値目標なしの節電 

 

※ 九州電力管内にて節電をお願いする期間・時間帯において、それぞれの需要家の前年同月

の使用最大電力（kW）の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。 

※ ▲5％以上の節電を実施した場合、ライフライン機能等への支障や生産活動に実質的な影

響を及ぼす場合には、影響が生じない範囲で自主的に目標を設定頂き、節電をお願い致しま

す。その場合には、事業所の業務部門については共通目標（▲5％以上）を上回る節電をお

願いします。 

（詳細は、http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html 

をご覧ください。） 

 

（３）その他の電力管内（北海道、東北、東京、中部、北陸、中国、四国） 

12/1～3/30      平日（年末年始は12/29～1/4を除く） 9:00-21:00  

数値目標なしの節電※ 

※ 平日（年末年始は12/29～1/4を除く） 9:00-21:00において、国民生活及び経済活動に支

障を生じない範囲（照明・空調等の節電等）での節電をお願いします。 

 

被災された地域の皆様へ 

特に無理のない範囲でのご協力をお願い致します（例えば、昼休みの消灯、使用していない

エリアのこまめな消灯等） 

 

 最大電力（kW）の抑制について 

 

① ピーク期間・時間帯（※１）において、それぞれの需要家の前年同月（※２）の使用最大

電力（kW）の値等を目安とした基準からの節電をお願いします。 

 

※１） 各電力会社管内において節電を要請する期間・時間帯。 

例 関西電力管内あれば数値標を設定するのは12月19日‐3月23日（ 12/29‐1/4を除く）

平日9:00‐21:00 

※２）2012年1月であれば2011年1月の使用最大電力（kW）等 

 

②  1日（24時間）を通じた電気の使用量（kWh）の合計の抑制ではありません。 

 

節電に関する情報をご紹介 

政府の節電ポータルサイト「節電.go.jp」http://www.setsuden.go.jp 

  

http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html
http://www.setsuden.go.jp/
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節電に関するお問い合わせは 

節電ダイヤル  

TEL. 0570-064-443 （9時～17時） 

 

具体的な節電メニューをご紹介 

節電メニュー 

http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html 

 

電力がひっ迫したら携帯電話・スマホにお知らせ 

需給ひっ迫お知らせサービス 

http://seikatsu.setsuden.go.jp/appli/ 

 

 

 

 

◆ 日本撚糸工業組合連合会第３９回通常総会について 

 

平成２３年１１月２７日（日）、石川県小松市において日本撚糸工業組連合会第３９回通常総

会が開催され、第３８期事業報告、決算報告、第３９期事業計画、予算等が承認されました。 

 

 

 

◆  第４７回日本撚糸青年協議会全国大会の開催について 

 

来る２月１８日（土）、浜名湖ロイヤルホテル（静岡県浜松市）におきまして日本撚糸青年協

議会の全国大会が開催されます。今回は中山裕一朗氏を講師に招き、講演会を行い、終了後全

体会議（記念式典）を行う予定となっています。 

また、当連合会との共催で開催いたしますので、青年会のない産地の皆様にも是非ともご参

加いただきますようお願い申し上げます。 

  なお、参加対象者は、当連合会会員組合の組合員及び賛助会員の方となります。 

 

 

 

◆  融資等について 

 

中小企業緊急雇用安定助成金 (厚生労働省(ハローワーク))  

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なく 

http://www.meti.go.jp/earthquake/electricity_supply/0325_electricity_supply.html
http://seikatsu.setsuden.go.jp/appli/
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された事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、

休業、教育訓練または出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成します。 

受付期間： 平成２０年１２月から当面の間 

  

経営環境変化資金（セーフティネット貸付） (日本政策金融公庫 国民生活事業)   

社会的、経済的環境の変化などにより、一時的に業況の悪化を来している中小企業者に対 

し、経営基盤の強化を図るための資金を融資します。融資額は4,800万円以内です。 

受付期間： ～ 2012/3/31  

 

金融環境変化資金（セーフティネット貸付） (日本政策金融公庫 国民生活事業)  

金融機関との取引状況の変化により、一時的に資金繰りに影響を受けている中小企業者 

に対し、経営の安定を図るための資金を融資します。融資額は別枠4,000万円以内です。 

受付期間： ～ 2012/3/31  

 

取引企業倒産対応資金（セーフティネット貸付） (日本政策金融公庫 国民生活事業)  

取引企業などの倒産により経営に困難を来たしている中小企業者に対し、企業の運営上 

一時的に必要となる資金を融資します。融資額は別枠3,000万円以内です。  

受付期間： ～ 2012/3/31 

 

※ 不明な点がございましたら、当連合会までお問い合わせください。 


